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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　鉄筋コンクリートの柱に鉄骨の梁を接合する際、主材に対して前記柱との対向面に傾斜
を有するガセットプレートを接合した仕口部材を接合部とする場合の柱梁接合方法であっ
て、
　前記ガセットプレートにおける傾斜を有する部位に、前記柱の接合方向へ向けて延設さ
れる仮支承部を複数配置する工程と、
　前記柱における前記ガセットプレートが埋め込まれる部分より下側にコンクリートを打
設する工程と、
　前記柱の頭部に露出している主筋に、前記仮支承部に対向する受け板を配置する工程と
、
　前記受け板に対して前記仮支承部を当接させて前記仕口部材を支持する工程と、
を有することを特徴とする柱梁接合方法。
【請求項２】
　前記仕口部材を支持する工程では、前記受け板の配置位置を調整する事で、前記仕口部
材の水平出しを行うことを特徴とする請求項１に記載の柱梁接合方法。
【請求項３】
　鉄筋コンクリートの柱に鉄骨の梁を接合する際に用いられ、主材に対して前記柱との対
向面に傾斜を有するガセットプレートを接合した仕口部材であって、
　前記ガセットプレートの下端部には、接合対象とする柱に設けられた受け板に当接する
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仮支承部が複数備えられていることを特徴とする仕口部材。
【請求項４】
　前記仮支承部は、前記ガセットプレートに接合される垂直ピースと、
　前記受け板に当接する水平ピースにより構成されていることを特徴とする請求項３に記
載の仕口部材。
【請求項５】
　前記垂直ピース、及び前記水平ピースは、アングル材により構成されていることを特徴
とする請求項４に記載の仕口部材。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、鉄筋コンクリートの柱に鉄骨の梁を接合する際の接合方法に係り、特に接合
部となる仕口部材における柱との対向面、すなわちガセットプレートの下部側に傾斜を持
つ場合に好適な接合方法、及び、この柱梁接合方法に適用される仕口部材に関する。　
【背景技術】
【０００２】
　従来より、鉄筋コンクリート柱と鉄骨梁からなる複合構造物が構築されている。梁を鉄
骨で構成することで、鉄筋コンクリート構造でありながら、長スパンを実現できる合理的
な構造として普及し、梁の端部を鉄筋コンクリートで被覆したり、柱梁接合部を鋼管で被
覆して剛性を上げた構造なども実用化されている。
【０００３】
　地震力に対しては、通常の架構と同様に、ブレースを設置して耐震性を高めるという対
策がとられているが、ブレースと柱梁接合部とを剛に接合する必要があるため、ガセット
プレートを柱梁接合部または梁の下側に溶接し、これにブレースの一端をボルト接合する
のが一般的である。
【０００４】
　特許文献１、２に開示されている技術はいずれも、ブレースの延長線上に、柱と梁の接
合中心を通るように構成するためのものである。その具体的な手段としては、鉄筋コンク
リートにより構成される柱の端部、すなわち梁との接合部分に、鉄骨から成る芯材を設け
、この芯材と梁とに対して、ガセットプレートを溶接し、ブレースの延長線上に柱梁の接
合中心が来るようにするというものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１０－２４２３９０号公報
【特許文献２】特開２０１１－１６９０６３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記特許文献に開示されているように、ブレースの延長線上に柱梁の接合部が位置する
構成とすることで、曲げモーメントに対する耐性を向上させることができる。しかし、上
記のような構造を採用する場合には、ガセットプレートが柱の端部に埋設されることとな
るため、柱を構成する主筋やせん断補強筋と錯綜して、施工性が悪くなるといった問題が
生じる。
【０００７】
　また、柱の上端部側にガセットプレートを配置する場合には、柱の上に鉄骨梁を揚重し
た状態で位置決めやガセットプレートの溶接等を施す必要が生じる。このため、実質的に
は上記特許文献に開示されている手段では対応する事ができない。
【０００８】
　そこで本発明では、上記課題を解決し、柱の上部側にブレースを配置するガセットプレ
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ートを設ける際、ブレースの延長線上に柱梁の接合中心が位置する構造を採る事ができ、
かつ施工性が良好となる柱梁接合方法、及び、この方法に適用可能な仕口部材を提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するための柱梁接合方法は、鉄筋コンクリートの柱に鉄骨の梁を接合す
る際、主材に対して前記柱との対向面に傾斜を有するガセットプレートを接合した仕口部
材を接合部とする場合の柱梁接合方法であって、前記ガセットプレートにおける傾斜を有
する部位に、前記柱の接合方向へ向けて延設される仮支承部を複数配置する工程と、前記
柱における前記ガセットプレートが埋め込まれる部分より下側にコンクリートを打設する
工程と、前記柱の頭部に露出している主筋に、前記仮支承部に対向する受け板を配置する
工程と、前記受け板に対して前記仮支承部を当接させて前記仕口部材を支持する工程と、
を有することを特徴とする。
【００１０】
　また、上記のような特徴を有する柱梁接合方法において前記仕口部材を支持する工程で
は、前記受け板の配置位置を調整する事で、前記仕口部材の水平出しを行うようにする事
ができる。
【００１１】
　このような特徴を有する事により、受け板の高さ調整をするだけで仕口部材を含む梁の
高さ調整も容易に行う事ができるようになる。
【００１２】
　また、上記目的を達成するための仕口部材は、鉄筋コンクリートの柱に鉄骨の梁を接合
する際に用いられ、主材に対して前記柱との対向面に傾斜を有するガセットプレートを接
合した仕口部材であって、前記ガセットプレートの下端部には、接合対象とする柱に設け
られた受け板に当接する仮支承部が複数備えられていることを特徴とする。
【００１３】
　また、上記のような特徴を有する仕口部材において前記仮支承部は、前記ガセットプレ
ートに接合される垂直ピースと、前記受け板に当接する水平ピースにより構成されている
ようにすると良い。
【００１４】
　このような特徴を有する事により、仮支承部は、専用部材でなくとも構成する事ができ
、高い汎用性を有することとなる。
【００１５】
　さらに、上記のような特徴を有する仕口部材では、前記垂直ピース、及び前記水平ピー
スは、アングル材により構成する事ができる。
【００１６】
　仮支承部を構成する垂直ピースや水平ピースの構成部材として、一般建築部材であるア
ングル材を用いる事により、安価かつ自由度の高い仮支承部材を構成することができる。
【発明の効果】
【００１７】
　上記のような特徴を有する柱梁接合方法によれば、柱の上部側にブレースを配置するガ
セットプレートを設ける際、ブレースの延長線上に柱梁の接合中心が位置する構造を採る
事ができ、かつ施工性も良好に保つ事ができる。よって、工期を短縮する事ができ、施工
費用の高騰を抑制する事ができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】実施形態に係る柱梁接合方法により接合を行った柱と梁の構成を示す図である。
【図２】実施形態に係る仕口部材の構成を示す図である。
【図３】仮支承部の具体的構成の一例を示す斜視図である。
【図４】受け板の具体的構成と固定の一例を示す斜視図である。
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【図５】仮支承部配置前の状態の仕口部材を示す図である。
【図６】仮支承部を配置した後の状態の仕口部材を示す図である。
【図７】端部を露出させた状態でコンクリートを打設した柱の様子を示す図である。
【図８】主筋に受け板を配置した状態の柱の様子を示す図である。
【図９】受け板に対して仮支承部を介して梁を支承させた状態を示す図である。
【図１０】コンクリート打設部位にせん断補強筋を配置した状態を示す図である。
【図１１】コンクリートを打設して柱梁接合を完成させた状態を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明の柱梁接合方法、及び仕口部材に係る実施の形態について、図面を参照し
て詳細に説明する。
　本実施形態に係る柱梁接合方法は、図１に示すように、鉄筋コンクリートの柱１０の上
に鉄骨の梁１２を接合する際の技術に関するものである。そして、実施形態に係る柱梁接
合方法においては、柱１０の内部に、ブレース２０を接合するためのガセットプレート１
８の一部が埋設された状態となる構造が採られる。
【００２０】
　梁１２における柱１０との接合部分には、仕口部材１４が設けられている。仕口部材１
４は、梁１２を構成する鉄骨１２ａの端部に接合される接合部材である。仕口部材１４は
図２に示すように、主材１６とガセットプレート１８を有し、主材１６の構造は、梁１２
の主体となる鉄骨１２ａと同様な構成とすることができる。ガセットプレート１８は、主
材１６における柱１０との対向側面に備えられている。主材１６に対するガセットプレー
ト１８の接合は、溶接によれば良い。ガセットプレート１８には、ブレース２０により作
用する引っ張り応力を負担でき、加負荷時における局部座屈の発生を防ぐ事のできる形態
が選定される。このため、ガセットプレート１８は、柱１０と対向する辺に、ブレース２
０の延設方向に倣った傾斜を有する形態の金属板により構成される。
【００２１】
　ガセットプレート１８における柱１０に対向する側の傾斜を有する辺１８ａには、柱１
０との接合方向へ向けて延設された複数の仮支承部２２が設けられている。仮支承部２２
は、垂直ピース２２ａと、水平ピース２２ｂにより構成されている。ここで、垂直ピース
２２ａは、ガセットプレート１８に接合されることとなり、水平ピース２２ｂは、柱１０
に設けられる受け板２４に当接することとなる。垂直ピース２２ａと水平ピース２２ｂの
具体的形態は問わないが、一例として、両者をアングル材により構成し、これを直角に接
合することで構成することができる。なお、両者の接合手段も限定するものでは無いが、
例えば溶接によれば良い。この時、図３に示すように、垂直ピース２２ａについて、並行
に配置した２つのアングル材により構成する事で、当該２つの垂直ピース２２ａの隙間に
ガセットプレート１８を配置する事ができる。よって、２つの垂直ピース２２ａ間の隙間
ｄは、ガセットプレート１８の厚みよりも僅かに広く定めるようにすると良い。これによ
り、ガセットプレート１８に対する仮支承部２２の固定状態を安定させる事ができる。ま
た、ガセットプレート１８には、柱１０を構成するせん断補強筋１０ｂを挿通させるため
の貫通孔１８ｂが設けられている。
【００２２】
　柱１０は、少なくとも柱１０の延設方向に備えられる複数の主筋１０ａと、主筋１０ａ
と直交するように、かつ複数の主筋１０ａを取り囲むように配置されるせん断補強筋１０
ｂを有し、これらの鉄筋を包含するようにコンクリート１０ｃにより形状形成が成されて
いる。実施形態に係る柱１０では、ガセットプレート１８が埋設される部分の主筋１０ａ
に、受け板２４が配置されている。
【００２３】
　受け板２４は、上述したガセットプレート１８に設けられた仮支承部２２を構成する水
平ピース２２ｂを支持するための役割を担う。受け板２４の具体的な形態は限定するもの
では無いが、例えば仮支承部２２を構成する部材と同様に、アングル材とすることができ
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る。
【００２４】
　主筋１０ａに対する受け板２４の配置手段は、溶接等の固着手段でも良いが、次のよう
なものとする事で、配置位置の調節ができるようになる。すなわち図４に示すように、受
け板２４の水平部位に、主筋１０ａを挿通可能な貫通孔２４ａを設ける。そして、受け板
２４の水平部位に主筋１０ａを挿通させた状態で、受け板２４を基準として下部側に支持
ナット２６ａ、上部側に抑えナット２６ｂをそれぞれ配置し、２つのナット（支持ナット
２６ａと抑えナット２６ｂ）により受け板２４の水平部位を挟持固定すれば良い。このよ
うな構成とすれば、支持ナット２６ａの位置を調整する事で、受け板２４の高さ位置を調
整する事が可能となる。なお、このような構成とする場合、主筋１０ａには、ナットを螺
合する事ができる長ボルト状のものを使用する。
【００２５】
　上記のような構成を有する柱に対して、上記のような構成の梁を接合する際の流れにつ
いて、図５から図１１を参照して説明する。
　まず、梁１２を構成する仕口部材１４（図５参照）に備えられたガセットプレート１８
の傾斜を有する辺１８ａに、柱１０との対向方向に沿って垂直ピース２２ａが配置される
ように、複数の仮支承部２２を配置する（仮支承部配置工程：図６参照）。
【００２６】
　次に、仮支承部２２の配置と同時、あるいは前後して、柱１０におけるガセットプレー
ト１８が埋設される部分よりも下側部分に、コンクリート１０ｃを打設する。コンクリー
ト１０ｃを打設した後は、コンクリート１０ｃが硬化するまで養生する。なお、この段階
においてせん断補強筋１０ｂは、コンクリート１０ｃを打設した範囲に配置されており、
ガセットプレート１８が埋設する部分に該当する主筋１０ａの周囲には配置されていない
（コンクリート打設工程：図７参照）。
【００２７】
　コンクリート１０ｃが硬化した後、コンクリート１０ｃの上部に露出している主筋１０
ａに対し、受け板２４を配置する。主筋１０ａに対する受け板２４の配置は、少なくとも
２つの主筋１０ａの間に１つの受け板２４を架け渡すように配置する事で、受け板２４を
安定配置することができる（受け板配置工程：図８参照）。
【００２８】
　受け板２４による支持位置の調整を行いながら、仮支承部２２を介して仕口部材１４（
梁１２）を水平に支持する。仕口部材１４の水平出しは、受け板２４を支持する支持ナッ
ト２６ａと抑えナット２６ｂの位置調整により行うことができる（仮支持工程：図９参照
）。
【００２９】
　受け板２４により仮支承部２２を介して梁１２を水平に支持した後、柱１０における主
筋１０ａの露出部に対してせん断補強筋１０ｂを配置する。せん断補強筋１０ｂの一部は
、ガセットプレート１８に設けられた貫通孔１８ｂに挿通される（せん断補強筋配置工程
：図１０参照）。
【００３０】
　せん断補強筋１０ｂを配置した後、仕口部材１４を含めた露出部分に対するコンクリー
ト１０ｃの打設を行う（柱梁接合工程：図１１参照）。
【００３１】
　上記のような柱梁接合方法によれば、柱１０の上部側にブレース２０を配置するガセッ
トプレート１８を設ける際に、ブレース２０の延長線上に柱１０と梁１２の接合中心を位
置させることができる。これにより、屈曲応力に対する耐性を高めることができる。また
、このような構成を採る際においても、施工性を良好に保つ事ができ、工期の短縮を図る
ことができる。よって、施工費の高騰を抑制する事ができる。
【００３２】
　また、ブレース２０や梁１２からの力が仮支承部２２を介して主筋１０ａに支持された
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受け板２４にも伝達されることとなる。このため、せん断補強筋１０ｂとコンクリート１
０ｃのみによって支持される場合に比べて柱梁接合部近傍の応力分散を図ることができる
。よって、終局時における柱梁接合部や柱１０の頭部におけるコンクリート１０ｃの損傷
を軽減することができる。
【符号の説明】
【００３３】
１０………柱、１０ａ………主筋、１０ｂ………せん断補強筋、１０ｃ………コンクリー
ト、１２………梁、１２ａ………鉄骨、１４………仕口部材、１６………主材、１８……
…ガセットプレート、１８ａ………傾斜を有する辺、１８ｂ………貫通孔、２０………ブ
レース、２２………仮支承部、２２ａ………垂直ピース、２２ｂ………水平ピース、２４
………受け板、２４ａ………貫通孔、２６ａ………支持ナット、２６ｂ………抑えナット
。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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